
 

 

多 賀 城 市 子 ど も 会 育 成 連 合 会 会 則                              

 （名   称） 

第１条 この会を、多賀城市子ども会育成連合会と称し、事務局を多賀城市中央公民館に置く。 

 （目   的） 

第２条 この会は、多賀城市域における地区子ども会育成組織相互の緊密な連携のもとに地区子ども

会の自主的な活動を援助し、もって子どもの健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とす

る。 

 （組   織） 

第３条 この会は、前条に定める目的に賛同する者のうち、以下の者をもって組織する。 

    １ それぞれの自治会を代表する地区子ども会育成会 

    ２ それぞれの自治会を代表する地区子ども会育成会が複数ある場合には、複数の地区子ど

も会育成会 

    ３ 自治会を代表する地区子ども会育成会のない隣接する自治会を包括する地域子ども会

育成会（以下「地域子ども会育成会」という。） 

    ４ その他、本会の目的に賛同する者で、別途会長が定める者。 

 （事   業） 

第４条 この会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

        １ 子ども会の育成に関すること。 

        ２ 連絡調整に関すること。 

    ３ 指導者の育成と研修に関すること。 

       ４ 広報活動に関すること。 

        ５ その他、目的達成に必要なこと。 

 （事 業 部     ） 

第５条 第４条の事業を実施するため次の部を置き、その職務は次のとおりとする。 

１ 指導研修部  子ども会並びに指導者の育成と研修に関すること。 

        ２ 広 報 部  広報活動に関すること。 

 （役   員） 

第６条 この会に、次の役員を置き、その職務は次のとおりとする。 

１ 会  長  １ 名 本会を代表し、会務を総理する。 

２ 副 会 長      ２ 名 会長を補佐し、会長事故あるとき、代行する。 

３  部長及び   若干名 それぞれの事業部の任にあたる。 

            副 部 長     

        ４ 監  事    ２ 名 会計を監査し、これを総会に報告する。 

    ５ 事務局長  １ 名 事務局長は会長が委嘱し、総務及び会計の任にあたる。 

 （役員の選出及び任期） 

第７条 役員の選出及び任期は、次のとおりとする。 

    １ 役員は、会長会において選出し、総会の承認を得て決定する。 

２ 役員の任期は、２年とし再任を妨げない。 

３ 役員に欠員が生じた場合の補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 会長及び監事を除き役員は、相互に兼ねることができる。 

 （会   議） 

第８条 この会の会議は、総会、会長会、役員会とし、会長が召集する。 

    １ 総  会     定期総会及び臨時総会とし、地区子ども会育成会及び地域子ども会育成

会から選出された３名の代議員（内１名は地区子ども会育成会長または地



 

 

域子ども会育成会長）で構成し、毎年１回開催する。臨時総会は、必要に

より開催する。 

       総会は、次の事項を審議し決定する。 

                         (1)  事業計画及び予算・決算 

                         (2)  役員人事の承認 

             (3) 会則の改廃 

                        (4) その他重要事項 

       ２ 会 長 会   地区子ども会育成会長、地域子ども会育成会長及び役員で構成し、本会

の目的を達成するために次の活動を行う。 

(1) 子ども会育成の連絡調整に関すること。 

(2) 総会または役員会において付託されたこと。 

(3) その他本会の運営上特に必要と認められる事項 

３ 役 員 会  第６条の役員で構成し、会務の処理運営と重要事項の審議にあたる。 

４  議   決   会議の議事は、出席者の過半数の同意で決定し、可否同数の場合は議      

長の決するところによる。 

 （顧問及び参与） 

第９条 この会に、顧問及び参与を置くことができる。 

    １ 顧   問  市長、教育長、歴代会長とし、会長が委嘱し、会長の諮問に応じ意見を

申し述べる。 

２ 参 与  生涯学習課長、中央公民館長、市内各小・中学校長及び市内各小・中学

      校父母教師会長とし、会長が委嘱し、会議に出席して意見を述べることが

      できる。 

 （経   費） 

第 10 条 この会の経費は、会費及び助成金並びにその他の収入をもってあてる。 

１ 地区子ども会育成会及び地域子ども会育成会の会費は、役員会で決定し、総会の承認を

得る。 

２ 第３条第４項に定める会員の会費については別途会長が定める。 

 （会 計 年 度     ） 

第 11 条 この会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日までとする。 

 

附 則 

        １ この会則は、昭和４５年７月４日から施行する。 

        ２ 昭和４６年６月１２日一部改正し、即日施行する。 

      ３ 平成１年１２月１９日一部改正し、平成２年４月１日から施行する。第２条・第３条      

・第８条の（親子会）に関する規定は、平成５年３月３１日までとする。 

        ４ 平成２０年５月１７日一部改正し、即日施行する。 

       ５  平成２３年７月９日一部改正し、即日施行する。 

６ 平成２６年５月１８日一部改正し、即日施行する。 

７ 令和２年６月１０日一部改正し、即日施行する。 

８ 令和４年４月１日から施行する。 

９ 令和７年５月１０日一部改正し、即日施行する。 

  


